
企業には、社会の一員として基本的人権を尊重した行動が求められていますが、近年は特に、

「ビジネスと人権」の観点からも、「人権尊重」や「差別撤廃」に対する取組みが重要視されてきて

います。

令和６年には政府が企業に対して、カスタマーハラスメントや就活ハラスメントといった社外

関係者との間で起こるハラスメントの防止に向けた対応を義務付ける方針を示しており、企業

はそれを見据えて対応する必要が出てきています。

本研修会では、第一部では公正な採用選考について、第二部では 「無理な要求やクレームか

ら従業員の人権をを守るためにはどのような対応が必要か」や「どのような言動が就活生の人

権を侵害してしまうのか」などのカスタマーハラスメントや就活ハラスメントといった、企業が直

面する課題に焦点を当て、実践的な対処法ついてご説明します。

飲食店・サービス業・製造業・卸売り業など業種を問わず「人との関係」が発生する全ての職

場に役立つ内容となっています。

※ 開場13:30

[主 催] 奈良労働局・奈良県

奈良県社会福祉総合センター大ホール[場 所]
橿原市大久保町320-11(近鉄畝傍御陵前駅東出口から北東へ徒歩約3分)

[日 時] 令和７年９月１日（月） 14：00～16：００

大阪企業人権協議会 専任講師

前職の生命保険相互会社にて人事部の人権啓発部長として企業内人権啓発を

担当し、公正採用選考人権啓発推進員としても企業内で人権啓発に従事。

退職後は、大阪企業人権協議会専任講師として、大阪府人権擁護士や社会保険

労務士といった専門知識を活かし、人権問題の基本知識や、ハラスメントの理

解と防止、障がい者に関わる人権などの分野を中心に、企業や行政などを対象

とした研修を多数実施している。

[第一部］ 「公正な採用選考をめざして」

奈良労働局職業安定部職業対策課 課長補佐 田川 由美

吉川 弘氏

よしかわ ひろし

[問合せ先] 奈良県 経営支援課 商工団体・地域産業振興係
ＴＥＬ：０７４２-２７-８８０４ ／ ＦＡＸ：０７４２-２３-１３９６

詳しくはこちら

※ 駐車場はございませんので、可能な限り公共交通機関でお越しください。

[第二部］ 「社外関係者との人権を尊重した適切な関係構築
～カスタマーハラスメント及び就活ハラスメントの防止～」

要事前
申込み

たがわ ゆみ



◆ 申 込 方 法 奈良県スーパーアプリでのオンライン申込みを
ご利用ください。
お申込みはこちらから→

(https://nsa.pref.nara.jp/gap/applicationRegister?appmngid=a03J3000009ySQf&entry=1)

※オンライン申込みが難しい場合のみ、郵送又はFAX
にて下記申込先へお送りください。

◆ 締 切 令和７年８月１８日（月） 必着 .
※定員になり次第、締切とさせていただきます。

◆ 申 込 先 〒630-8501 奈良市登大路町３０番地
奈良県 経営支援課 商工団体・地域産業振興係 宛て
FAX： ０７４２-２３-１３９６

参加者

役職名 氏名
人権啓発推進員の
方は、○印を記入
してください。

配慮を要する事項

□点字資料 □手話通訳 □要約筆記 □車いす
□その他（ ）

□点字資料 □手話通訳 □要約筆記 □車いす
□その他（ ）

会社・
事業所名

(ふりがな)

所在地
市町村

（市・郡） （町・村）

電話番号 （ ） ＦＡＸ （ ）

E-ｍａｉｌ

業種 担当者所属・氏名

企業主人権・同和問題研修会
公正採用選考研修会 参加申込方法

「社外関係者との人権を尊重した適切な関係構築～カスタマーハラスメント及び就活ハラスメントの防
止～」に関することでお聞きになりたいことがございましたら、ご記入ください。研修会の参考とさせて
いただきます。

○ご記入いただいた個人情報は、当該事業及び人権施策に関する事業以外の目的で使用することはありません。


